
 
 

別表第２（第１１条，第１２条関係） 
 
法人文書の種

別  

 
開示の実施の

方法  

 
開示実施手数料の額  

 
１  文書又は

図画（２の

項から４の

項まで又は

８の項に該

当するもの

を除く。）  
 
 
 
 
 
 
 
      

 
ア 閲覧 

 
１００枚までごとにつき１００円 

 
イ  撮影した

写真フィル

ムを印画紙

に印画した

ものの閲覧 

 
１枚につき１００円に１２枚までごとに７６０円

を加えた額  

 
ウ 複写機によ

り複写したも

のの交付（エ

に掲げる方法

に該当するも

のを除く。） 

 
用紙１枚につき１０円（Ａ２判については４０円，Ａ１判に

ついては８０円） 

 
エ 複写機によ

り用紙にカラ

ーで複写した

ものの交付 

 
用紙１枚につき２０円（Ａ２判については１４０円，Ａ１判

については１８０円） 

 
オ 撮影した 

写真フィル

ムを印画紙

に印画した

ものの交付  

 
１枚につき１２０円（縦２０３ミリメートル，横２５４ミ

リメートルのものについては，５２０円）に１２

枚までごとに７６０円を加えた額  



 
 

 

カ スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録をフレ

キシブルディ

スクカートリ

ッジに複写に

したものの交

付 

 
１枚につき５０円に当該文書又は図画１枚ごとに１０円を

加えた額 
 

 

キ スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録を光デ

ィスク（日本工

業規格Ｘ０６

０６及び６２

８１に適合す

る直径１２０

ミリメートル

の光ディスク

の再生装置で

再生すること

が可能なもの

に限る。）に複

写にしたもの

の交付 

 
１枚につき１００円に当該文書又は図画１枚ごとに１０円

を加えた額 
 
 
 



 
 

 
ク スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録を光デ

ィスク（日本

工業規格Ｘ６

２４１に適合

する直径１２

０ミリメート

ルの光ディス

クの再生装置

で再生するこ

とが可能なも

のに限る。）に

複写にしたも

のの交付 

 
１枚につき１２０円に当該文書又は図画１枚ごとに１０円

を加えた額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２  マイクロ

フィルム  

 
ア  用紙に印

刷したもの

の閲覧  

 
用紙１枚につき１０円  

 
イ  専用機器

により映写

したものの

閲覧  

 
１巻につき２９０円  

 
ウ  用紙に印

刷したもの

の交付  

 
用紙１枚につき８０円（Ａ３判については１４０

円，Ａ２判については３７０円，Ａ１判について

は６９０円）  

 
３  写真フィ

ルム  

 
ア  印画紙に

印画したも

のの閲覧  

 
１枚につき１０円  

 
イ  印画紙に

印画したも

のの交付  

 
１枚につき３０円（縦２０３ミリメートル，横２

５４ミリメートルのものについては，４３０円）  



 
 

 
４  スライド

（９の項に

該当するも

のを除く。） 

 
ア  専用機器

により映写

したものの

閲覧  

 
１巻につき３９０円  

 
イ  印画紙に

印画したも

のの交付  

 
１枚につき１００円（縦２０３ミリメートル，横

２５４ミリメートルのものについては，１，３０

０円）  

 
５  録音テー

プ（９の項

に該当する

ものを除

く。）又は録

音ディスク  

 
ア  専用機器

により再生

したものの

聴取  

 
１巻につき２９０円  

 
イ  録音カセ

ットテープ

に複写した

ものの交付  

 
１巻につき４３０円  

 
６  ビデオテ

ープ又はビ

デオディス

ク  

 
ア  専用機器

により再生

したものの

視聴  

 
１巻につき２９０円  

 
イ  ビデオカ

セットテー

プに複写し

たものの交  

付  

 
１巻につき５８０円  

 
７  電磁的記

録（５の項，

６の項又は

 
ア  用紙に出

力したもの

の閲覧  

 
用紙１００枚までごとにつき２００円  



 
 

８の項に該

当するもの  

を除く。）  

 
イ  専用機器

により再生

したものの

閲覧又は視  

聴  

 
１ファイルにつき４１０円  

 
ウ  用紙に出

力したもの

の交付（エ

に掲げる方

法に該当す

るものを除

く。）  

 
用紙１枚につき１０円  

 
エ  用紙にカ

ラーで出力

したものの

交付  

 
用紙１枚につき２０円  
 
 

 
オ  フレキシ

ブルディス

クカートリ

ッジに複写

したものの

交付  

 
１枚につき５０円に１ファイルごとに２１０円を

加えた額  



 
 

 
カ  光ディス

ク (日本工

業規格Ｘ０

６０６及び

６２８１に

適合する直

径１２０ミ

リメートル

の光ディス

クの再生装

置で再生す

ることが可

能なものに

限る。)に複

写したもの

の交付  

 
１枚につき１００円に１ファイルごとに２１０円

を加えた額  

 
キ  光ディス

ク (日本工

業規格Ｘ６

２４１に適

合する直径

１２０ミリ

メートルの

光ディスク

の再生装置

で再生する

ことが可能

なものに限

る。)に複写

したものの

交付  

 
１枚につき１２０円に１ファイルごとに２１０円

を加えた額  
 



 
 

 
ク  幅１２．  

７ミリメー

トルのオー

プンリール

テープに複

写したもの

の交付  

 
１巻につき７，０００円に１ファイルごとに２１

０円を加えた額  

 
ケ  幅１２．  

７ミリメー

トルの磁気

テープカー

トリッジに

複写したも

のの交付  

 
１巻につき８００円（日本工業規格Ｘ６１３５に

適合するものについては２，５００円，国際規格

１４８３３，１５８９５又は１５３０７に適合す

るものについてはそれぞれ８，６００円，１０，

５００円又は１２，９００円）に１ファイルごと

に２１０円を加えた額  

 
コ  幅８ミリ

メートルの

磁気テープ

カートリッ

ジに複写し

たものの交

付  

 
１巻につき１，８００円（日本工業規格Ｘ６１４

２に適合するものについては２，６００円，国際

規格１５７５７に適合するものについては３，２

００円）に１ファイルごとに２１０円を加えた額  
 

 
サ  幅３．８  

１ミリメー

トルの磁気

テープカー

トリッジに

複写したも

のの交付  

 
１巻につき５９０円（日本工業規格Ｘ６１２９，

Ｘ６１３０又はＸ６１３７に適合するものについ

てはそれぞれ８００円，１，３００円又は１，７

５０円）に１ファイルまでごとに２１０円を加え

た額  

 
８  映画フィ

ルム  

 
ア  専用機器

により映写

したものの

視聴  

 
１巻につき３９０円  



 
 

 
イ  ビデオカ

セットテー

プに複写し

たものの交

付  

 
６，８００円（１６ミリメートル映画フィルムに

ついては１３，０００円，３５ミリメートル映画

フィルムについては１０，１００円）に記録時間

１０分までごとに２，７５０円（１６ミリメート

ル映画フィルムについては３，２００円，３５ミ

リメートル映画フィルムについては２，６５０円）

を加えた額  

 
９  スライド

及び録音テ

ープ（第１

１条第５項

に規定する

場合におけ

るものに限

る。）  

 
ア  専用機器

により再生

したものの

視聴  

 
１巻につき６８０円  

 
イ  ビデオカ

セットテー

プに複写し

たものの交

付  

 
５，２００円（スライド２０枚を超える場合に  
あっては，５，２００円にその超える枚数１枚  
につき１１０円を加えた額）  

 
備考  １の項ウ若しくはエ，２の項ウ又は７の項ウ若しくはエの場合において，

両面印刷の用紙を用いるときは，片面を１枚として額を算定する。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


